
     第 1 章  総  則     

         

第１条（目 的）         

本規約は石川県中古自動車販売商工組合（以下「ＪＵ石川」と称す）が、開催するオートオークションに関し 

ＪＵ石川とオートオークション参加会員の相互権利義務の定めにより公正で厳正な運営により、事業促進を 

図り中古自動車販売業界の発展に寄与することを目的とする。     

          

第２条（名 称）         

     石川県中古自動車販売商工組合が運営主催するオートオークションをＪＵ石川オートオークションと称する。 

          

第３条（所 在）         

     ＪＵ石川オートオークション会場及び事務所を石川県白山市下柏野町２５８番地に置く。  

          

第４条（会員登録）         

     ＪＵ石川はオートオークションへの参加資格を認めたものを会員登録し会員登録されたものは  

     オートオークションに参加できる。       

          

第５条（取引方法）         

     ＪＵ石川オートオークションにおける出品車の売買契約取引は、ポス＆コンピューターシステム及び 

     映像システム等を使用し競売方式によって行うものとする。参加者はこのシステムによる取引結果を 

     遵守しなければならない。       

          

第６条（データ所有権）        

     ＪＵ石川が保有するデータ及び作成データの知的所有権・使用権はＪＵ石川に帰属するものであり、 

     また第三者がＪＵ石川に許可無くこれを転載や再利用することを禁止する。   

          

第７条（情報の開示）        

     ＪＵ石川は、中古自動車流通促進の為、ＪＵ石川におけるオークションデータを利用し開示、情報提供 

     することができる。        

     会員は、ＪＵ石川が行うデータの利用に関して同意することとする。    

          

第８条（決 済）         

     ＪＵ石川は車輌代及びその他に発生する代金については、ＪＵ石川の定める期間内に支払うものとする。 

          

第９条（契約解除・参加登録解除）       

     会員登録されたもので、ＪＵ石川の会員としてふさわしくないと判断した場合にＪＵ石川は会員の参加登録を 

     を解除することができる。        

 

 
         



第１０条（運営上の免責）        

       ＪＵ石川オークションにおいて、コンピューターや設備等の故障、その他不測な事態により運営が出来ない 

       場合には、これによる損害については、ＪＵ石川はその賠償責任は負わないものとする。  

          

第１１条（天災等による車輌損害）       

       ＪＵ石川に搬入された車輌について天災（地震・台風・水害・雹害等）及び、その他ＪＵ石川の責に帰する 

       ことの出来ない事由によって車輌に損害が生じた場合には、ＪＵ石川は損害賠償の責任は、負わないもの  

       とする。        

          

第１２条（紛争の仲裁）        

       ＪＵ石川はオークション運営に関連して発生した会員間の紛争について和解を勧告することができる。 

       オークション取引上の紛争について、ＪＵ石川は出品店或いは落札店に対して、本規約に基づき公平な 

       立場で和解を勧告し、もしくはその都度紛争当事者にＪＵ石川流通委員会の仲裁に従うよう勧告するもの 

       とする。         

       会員は、ＪＵ石川流通委員会が示した裁定を十分尊重しなければならない。   

          

第１３条（施 行）         

       この規約は、平成１７年１２月より施行します。      

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     第２章  会員登録     

          

第１条（会員資格）         

      ＪＵ石川が開催するオートオークションに参加することのできる資格は古物許可証取得で、なおかつ常設展示 

      場又は整備工場を有し、このオートオークション規約を遵守することのほか、以下の資格を必要とする。 

           ① ＪＵ石川オートオークションメンバーに登録されている。    

           ② ＪＵ中販連オークションメンバーに登録されている。    

           ③ 自動車販売店協会に登録されているディーラー各社    

           ④ ＪＵ石川より参加承認を得た者      

       上記①項～④項の該当者でＪＵ石川のポス＆コンピューターオークション会員として登録がされていること。  

          

第２条（会  員）         

       第１条に示す有資格者で、ＪＵ石川登録参加契約を締結した者をポス登録会員とする。  

          

第３条（登録期間）         

       会員の登録期間及び更新は次に定める通りとする。     

          ①会員の登録期間は登録日より２年ごとに更新とする。     

        ②登録満了３ヶ月前までに当事者双方いずれからも意義の申し立てが無い場合は、更に２年間更新される 

          ものとし、その後も同様とする。      

        ③年度会員の登録期間は４月より翌年３月末とする。     

        

第４条（登録入会金）        

       ＪＵ石川と登録契約を締結した者は、ＪＵ石川に対してポス登録入会金を支払う。   

           ①   ＪＵ石川協会員ポス入会金           ３万円 （但し、協会入会費用は別に定める）  

        ②   年度会員（他県ＪＵﾒﾝﾊﾞｰ及びＪＵﾒﾝﾊﾞｰ外）１万円 （毎年）    

          年度会員登録料                 ４千円 （２年更新）    

          

第５条（ポスカード）        

     1 ．ＪＵ石川が会員登録契約した各会員に対し、１社につき１枚のポスカードを交付する。ポスカードを携帯 

  しなかった会員等はＪＵ石川から、当日限り有効の仮ポスカードを有料にて交付を受けることができる。 

2 ．当該ポスカードはセリ応札専用とし情報検索端末等の使用は、不可とする。   

3 ．当該ポスカードは入場時に受付登録を完了したカードのみ応札有効とし未登録の場合、応札不可とする。 

4 ．会員は自己又は従業員が交付を受けたポスカードを慎重に取り扱わねばならず、当該ポスカード使用して 

  行われた自己又は従業員もしくは第３者についての全て行為の結果に対して、ＪＵ石川に責任を負わなけ 

  ればならない。    

5 ．交付を受けたポスカードを第３者に貸与することは禁止する。    

 

 

 

       



第６条（ポスカードの紛失） 

1 . 会員等は、ポスカードを紛失又は破損した場合は、手数料３千円をＪＵ石川に支払って再発行を求める事が 

 出来る。       

2 ．会員等は、過失によるポスカードの紛失もしくは管理不履行の結果ＪＵ石川又は、他の会員に損害を与えた 

 場合は、その損害を賠償しなければならない。    

 ☆ 仮カード返却なき場合は、実費 3千円を請求する。     

 ☆ 従業員分または、紛失した場合の再発行費用 1枚 3千円とする。    

          

第７条（使用者責任又は連帯責任）       

1 . 会員は、自己の従業員がオークションに参加して行った全ての取引行為又は、不法行為に対してＪＵ石川 

 及び他の会員に対して民事責任を負わなければならない。   

2 .  ポスカードの紛失・盗難等で第三者による悪用があった場合に生じる金銭を含む一切の責任は全て紛失者 

 の責任とする。      

 （注 意）         

 ポス席を離れる場合は、必ずポスカードは携帯するものとし、ポスカードを差し込んだまま席を離れ、第三者に 

 悪戯で使用された場合でも全てポスカード登録会員の責任とする。  

          

第８条（契約強制解除）        

        ＪＵ石川は会員下記の事由があるときは予め勧告することなく、当該会員のＪＵ石川への登録参加を解除する

ことが出来る。 
 

 ①      会員が本規約に定められた義務を遵守しなかった場合。    

 ②  書類、車輌代金等の決済を怠ったとき。     

 ③      差押、仮差押、滞納処分、競売の申立等を受けたとき。    

 ④      破産、和議、会社整理、会社更生手続開始等の申立があったとき。   

 ⑤      営業の廃止、休止、変更       

 ⑥      会員がＪＵ中商連オークションメンバーでなくなった場合    

 ⑦      会員の連帯保証人がその地位を辞任した場合     

 ⑧  ＪＵ石川流通委員会が該当会員との契約解除をＪＵ石川に勧告した場合   

          

第９条（任意の脱会）        

       会員が、任意に会員登録契約解除し退会する場合においては、ＪＵ石川に対し債務等がある場合、精算完了 

       後において契約解除し退会できるものとする。     

          

 
 
 
 
 
 
 



 
 

       第３章  会員の権利義務    

          

第１条（会員の権利）        

       会員はＪＵ石川が運営するオークションやその他の付随する流通サービスに車輌を出品し落札する事が出来る。 

但し、その他の流通サービス及び提携するオークションへの参加は規約をもって定めるものとする。 

          

第２条（会員の義務）        

会員は、本規約並びに付随する諸規則を遵守しなければならない。会員はオークションへの参加に際しては 

他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻害する行為並びに秩序を乱す行為をしてはならない。  

          

第３条（会員権利の制限）        

1 .ＪＵ石川は参加する会員に対して取引条件及び取引における与信限度額を設定することができる。 

 与信限度額はＪＵ中販連登録メンバー以外は、与信額を５００万とし、その上限を超える会員は前もって 

 事務局に申出があれば、限度額を変更できる場合がある。   

2 .会員が、出品し違法行為等が介在する車輌及び移転書類を取り扱いした場合、ＪＵ石川の判断により会員 

 権利を制限することができる。     

          

第４条（禁止行為）         

       会員は、下記に定める行為をしてはならない。      

①      出品車輌をオークションによらず談合によって売買する行為。    

②     出品車輌を出品店自らがセリ上げる行為、及びそれに類似する行為。   

③    事務局・調整室・商談コーナーに許可なく立入る行為。    

④     会場内や駐車場内に立入る行為、及び同伴する行為。    

⑤     落札車輌の落札店変更。       

⑥     落札車輌の名義人に許可なく連絡する行為。     

⑦      その他この規約に違反する行為。      

          

第５条（罰則）         

       会員が本規約その他ＪＵ石川に定める規則に違反した場合、ＪＵ石川は当該会員に対して下記罰則を課すこと 

        ができる。        

 ① オークション参加制限・入場停止処分・取引制限       

 ② 強制退会        

 ③ ペナルティの支払        

 
 
 
 



     第４章  ネットワーク参加規約   

          

第１条（目的）         

     本規定は、石川県中古自動車販売商工組合（以下 ＪＵ石川）会員の利便性の向上を目指し、株式会社 

     ジェイ・ユー・コーポレーション、株式会社アイオーク、株式会社オートサーバーが提供するシステムにより 

     オークション参加を可能にした各ネットワーク不在入札サービスを利用するための参加規約を定めたもの 

     である。       

          

第２条（ネットワークオークション参加登録会員）      

1 . ＪＵ石川に対してネットワークオークション参加申込を申請し、かつＪＵ石川によって参加登録を認められ 

  た者。        

2 ．株式会社ジェイ・ユー・コーポレーション、株式会社アイオーク、株式会社オートサーバー（以下 ネット  

 会員）のネットワークオークション会員契約を締結した会員で、当システムでの取引への参加がＪＵ石川に 

 よって認められたもの。    

          

第３条（取引条件）         

     ネットワークオークションに関する取引（出品･落札･代金決済･書類決済・車輌検査･クレーム等）はＪＵ石川 

     の規約規定を適用するものとする。      

     尚、株式会社ジェイ・ユー・コーポレーションが運用するＪＵ入札ネット落札車輌の搬出は、車輌代金精算後 

     の搬出とさせていただくものとする。      

          

第４条（契約解除）         

     ＪＵ石川会資格員喪失・各県商組会員資格喪失・各ネット会員資格喪失した場合、ＪＵ石川は予め勧告する 

     ことなく当該会員との登録参加契約を解除することができる。    

          

第５条（免責事項）         

     ネットワークオークション及びネット取引においてシステムの故障その他不測の事態により正常な取引がなさ 

     れなかった場合、ＪＵ石川は一切の賠償債務を負わないものとする。   

          

第６条（ネットワークオークション参加にあたっての留意点）     

1 ．オートオークション参加者は、ＪＵ石川オークション規約を熟知されているものとみなし対応させていた 

 だきます。       

2 . 出品車を事前に下見し、入札いただくことが基本となっています。下見で確認できる箇所・評価点 

 （目安参考）についてはクレームを一切受付いたしません。    

3 ．「JU リアルネット利用細則」を熟知されているものとみなし対応させていただきます。   

4 . 出品車リスト・出品申込書への記載事項に誤りがあった場合は、出品店はセリ前までに事務局にお申し 

 
 出ください。尚、記載事項に訂正があった場合は、当該車輌のネット入札を削除させていただく場合が

あります。 

5 .   その他、詳細はＪＵ石川オークション規約各条項をご確認ください。   



       第５章  車輌‐出品・落札   

         

第１条（出品店の申告義務）       

       会員は車輌を出品するに際してはエンドユーザーの立場に立って車輌整備を綿密に行いその仕様、品質、 

       疵箇所を誠実に申告しなければならない。    

         

第２条（出品申込み）       

       車輌出品申込みは、ＪＵ中商連様式の出品申込用紙に所定事項を正確かつ誠実に記入申告し誤記入や 

       洩れ等がないよう記入を行うものとする。特に修復歴の有無や走行距離は明確に記入すること。 

        尚、出品店名の記入がない場合、出品取消とする場合がある。   

        虚偽の記載や申告洩れ誤記入等によって発生する問題の全ての責任は出品店が負うものとする。 

         

第３条（出品車輌条件及び品質評価基準）     

       出品車輌は、下記基準に適合したものでなければならない。    

① 走行に支障なく安全走行ができる車輌であること。    

② ボンネット、トランク、ドア等が正確に開閉し、検査に支障がないこと。    

③ エンジン始動ができるバッテリーを有していること。    

④ 燃料が 10 リットル以上の残量があること。     

⑤ 車輌の室内外が検査・下見に支障がない状態に清掃してあること。   

⑥ スペアタイヤ・ジャッキ・工具を付属していること。    

⑦ オークション開催日より譲渡移転書類が期限内に決済できること。   

⑧ 遺失車輌・法的問題車輌（盗難車・差押車・抵当権設定車・偽造車輌）等ではなく、完全な所 

        有権移転が可能である譲渡書類完備した車輌であること。   

⑨ その他の理由で、ＪＵ石川が出品拒否をしない車輌であること。   

         

      出品車輌の品質評価基準は、中商連（日本中古自動車販売商工組合連合会）検査基準に よるものとする。 

      尚、条件及び細則基準は、別に定めることとする。    

         

第４条（出品車輌搬入）       

     出品車輌の搬入は、下記に定める物とする。     

1 ．搬入期間は、別に定める搬入規定（第 11 章 搬入出自間規定）によるものとする。 

2 ．出品店は、正確に記入した出品申込書を搬入車のダッシュボードの上にのせ、ＪＵ石川の指定する搬入 

 場所に駐車すること。     

3 ．車輌搬入後の出品取り消しは、原則的には認めないこととする。但し、特別な事情で出品取り消す場合 

 でも出品料は徴収するものとする。    

         

第５条（車輌の搬出）       

     搬出期限は、別に定める搬出規定（第 11 章 搬入出時間規定）によるものとする。  

         



1 ．流札・落札に関わらず、ＪＵ石川が認めた搬出許可手続き（搬出券の提出）を終えた車輌に限り搬出 

  できる。       

2 . 搬出車輌の燃料切れによる燃料補給は、搬出者の負担とする。   

3 ．搬出期限までに搬出されない車輌は、次開催オークションへの出品とみなし出品手続きを代行する。 

 その場合、通常の出品料とし、出品申込書はコピーを使用しない場合は下記代筆料を徴収する。 

 出品申込書の代筆手数料は下記の通りとする。    

         

  新 規 出 品 車 代筆料 ：500 円    

  再  出  品  車 代筆料 ：500 円    

         

 ＊出品申込書の代筆における記入間違いについては全て出品責任になりますので、セリ前までに事前 

 確認を充分に行うものとする。     

4 ．入札ネットでの搬出は、基本的に入金決済後とする。    

         

第６条（車輌の保管義務）       

1 ．ＪＵ石川は、出品車輌及び落札車輌を本規約に定める範囲内で善良な管理者の注意をもって保管する 

 ものとする。      

2 ．出品車輌・落札車輌をＪＵ石川が保管中に自然災害によって損害を被った場合、ＪＵ石川は損害賠償の 

 責任を負わないものとする。     

         

第７条（長期残留車及び放置車輌の罰則と強制処分について）    

1 ．流れ車輌及び落札車輌で次回再出品しない車輌は木曜日１７時までに搬出するものとする。 

2 ．第１項が遵守されない場合は長期残留車として下記のペナルティを科すものとする。 

   ○ 最終出品開催日から１４日以上搬出されなかった場合    ５，０００円／１台 

   ○ 以降７日毎につき                          １０，０００円／１台 

3 ．残留車ペナルティはオークション計算書に計上し請求する。   

  会場外に放置されている車輌は現所有者を追跡し、下記のペナルティを科し厳重に処分する。 

 放置確認日より１日毎に５，０００円請求する。    

4 ．再三の引取り要請に関わらず引取りがない場合、自動車リサイクル法、次回ＡＡ、除雪等の問題が 

 生じるため、実費請求にて所有社まで陸送するものとする。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     第６章  取  引     

          

第１条（参加条件）         

     オークションへの参加は、ＪＵ石川のポス & コンピューターシステムを理解熟知していることを条件とする。 

          

第２条（出品店遵守事項）        

    1 ．セリ順に従い出品店は自己の出品車輌がセリ上げの４～５台くらい前までに価格調整室に出向くこと。 

    2 ．出品店はセリ上げ状況を確認し、価格調整人に対し意思表示しなければばらない。  

    3 ．出品店は自ら出品した車輌の出品申込書や出品車リスト等に誤記入等を発見しただちに事務局に報告し  

 誤りをセリ前までに訂正すること。訂正されていない場合、クレーム処理する。 

 尚、訂正内容が重大であるとＪＵ石川が判断する場合は、セリは流札扱いとする場合がある。  

          

第３条（落札店遵守事項）        

1 ．落札店は事前に出品車の現車を十分に下見したうえでオークションに参加する義務がある。 

    2 ．セリは明朗・公正・迅速をモットーにポス & コンビューターによって最高値をつけた者を落札者とする。 

    3 ．前回分の車輌代金が未入金の場合、ＪＵ石川の裁定によって禁止又は制限する場合がある。 

4 ．JU入札ネット及び JU リアルネットで落札された場合、入金後搬出とする。   

      ＊ＪＵ石川は、各会員の過去６カ月間取引実績金額の平均を与信金額とし、その金額を大幅に超過する 

   取引があった場合、当該会員に対して車輌代金決済後に車輌搬出をすることを通告することがある。 

   告することがある。        

          

第４条（売買契約取引の契約解除）       

     成約車輌の売買当事者双方は、セリ中に限り、互いに相手方に対して、下記の違約金を支払うことで当該車輌 

     の契約を解除することができる。この場合の手数料 (成約料・ 落札料) は契約解除の申出人が JU石川に 

     対して支払うものとする。尚、クレームによるキャンセルはその限りではない。 

          

 車輌価格 １９９，９００円以下   解約ペナルティ  １０，０００円    

 車輌価格 ２００，０００円以上   解約ペナルティ  ５０，０００円    

          

     ◆ 但し、当日限りで搬出後は認めない。      

          

第５条（出品車の調整及び調整人権限）       

1 ．セリ機の操作 ( アジャスター ) は JU石川職員、又はＪＵ石川流通委員会が行う。  

2 ．スタート価格、希望価格、代行価格を出品票に記入すること。    

3 ．スタート価格と売切り価格の差は、３０万円程度を目安とし調整人は状況等により価格の変更を出来る 

 権限がある。       

4 ．調整は、調整室において出品店が調整人に申し出て行うものとし、出品店が不在の場合、代行価格の  

 下３万円の権限で売切り処理をする。代行価格未記入の場合は希望金額の下３万円で売切り処理する。 

          



第６条（商談）         

1 ．会員が流札車輌の購入希望する場合は、オークション開催中に商談申し込みすることが出来る。 

2 ．商談受付は商談コーナーにて受け付けるものとする。申込者は指定の手続きを行い出品店と合意し 

 出品店の了解がとれた時に成約するものとする。    

3 ．商談申込者、出品店は、商談コーナーからの呼出に迅速に出頭しなければならない。  

4 ．セリ前・セリ後の直接商談は受け付けない。     

          

第７条（車輌搬出）         

     JU 石川の定める搬出規定（第 4章 5条、第 11章）に従い搬出することとする。   

          

1 ．会員は車輌搬出時に出品票と車輌のチェックを行うこと。搬出後における車輌の損傷・盗難等に関して 

 JU石川は一切責任を負わない。     

2 ．搬出は、ＪＵ石川が定める期間内に行うものとし、期間外についての搬出は認めない場合がある。 

          

第８条（譲渡書類関係）        

1 ．出品店は成約車輌について必要な譲渡書類及び自賠責保険証書を添付しＪＵ石川が定める期限内  

 までにＪＵ石川に提出しなければならない。    

2 ．J U石川は、落札店より入金確認後に譲渡書類を引き渡すものとする。（但し、成約車輌との相殺の場合 

 は、成約車輌書類提出後となる。）     

3 ．落札店はＪＵ石川が定める期間内（翌月末まで）に移転登録又は抹消登録を完了しなければならない。 

4 ．落札店は移転登録及び抹消完了後、速やかに車検証の写しを提出しなければならない。 

          

第９条（免責事項）         

     ネットワークオークション及びネット取引においてシステムの故障その他不測の事態 により正常な 

     取引がなされなかった場合、JU石川は一切の賠償責務を負わないものとする。   

          

第１０条（禁止事項）        

     ＪＵ石川において、下記の行為は禁止する。      

1 ．出品車輌を出品店自ら落札しようとすること、又はそれに類似する行為。   

2 ．事務局、調整室にみだりに立ち入ること。      

3 ．名義貸しによる出品、落札行為によるポス変更行為。     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   第７章  代金決済     

          

第１条（落札店の車輌代金決済）       

1 ．落札店は落札車輌の車輌代金・自動車税相当額及び手数料等をオークション開催日を含め７日以内に 

 支払わなければならない。小切手の入金はＪＵ石川での着金確認をもって決済とする。 

2 ．落札店がＪＵ石川に対して支払うべき債務が存在する場合及び延滞時には、ＪＵ石川は債務者に対して 

 当該債務を完済するまで落札店に車輌引渡しを拒むことができる。 車輌代金を延滞した場合は次回 

 開催の取引は出来ないものとする。    

3 ．ＪＵ石川に対して債務が存する場合については次回オークションの参加を制限し落札行為はできないもの 

  とする。       

4 ．車輌代金等を次回開催や複数回における相殺決済は受付しない。   

          

第２条（成約車輌代金等の支払）       

1 ．当該オークション前での成約車輌すべての譲渡書類がＪＵ石川に決済されていること。  

2 ．出品車輌の成約車輌代金の支払は当該開催の譲渡書類一式を全て完備したものがＪＵ石川事務局に 

 到着後、各出品料・成約料等の手数料と精算相殺して支払決済を行うものとする。 

3 ．前回開催までに発生している債務が存する場合、ＪＵ石川は当該成約車輌代金支払時に当該債務と相殺 

 して決済を行うものとする。      

          

第３条（罰則規定）         

     ＪＵ石川へ参加できる会員がＪＵ石川に対して債務の支払を怠った場合、オークション開催日より８日間を超え 

     た日より 1 台につき 1日営業日毎に２，０００円の延滞ペナルティを支払うものとする。 

          

第４条（書類の完備）        

     出品店は成約車輌について以下の譲渡書類を完備提出しなければならない。   

1 ．全国いずれの陸運支局及び検査登録事務所でも登録可能な書類で、自賠責保険証及び原則として承認 

  請求書の添付を必要とする。     

2 ．譲渡書類の有効期限等は別に定める。      

3 ．出品申込票に登録番号が明記されたものは、名義変更扱いとして継続車検に必要な書類を完備するもの 

  とする。       

4 ．譲渡書類は差し替え可能な書類を提出するものとする。     

5 ．二重移転や相続書類等で差し替え不可能な書類や、地域によって必要書類の扱いが異なる可能性のある 

  ものは、全て自社名義にしたものを提出するものとする。   

6 ．譲渡書類の授受や問い合わせは全てＪＵ石川を介して行うものとする。   

          

第５条（書類不備）         

1 ．第４条５項における書類の受理は原則として書類不備扱いとする。   

2 ．ナンバープレートの取り外し忘れで抹消書類が提出されなかった場合は、原則として抹消時点で到着完備 

 とし継続検査が可能でも書類不備扱いとする。    



     第 8 章  書類規定     

          

第１条（書類・代金決済）        

     本規定は、JU石川の移転登録書類、車輌代金の受け払い及び自動車税の処理について定める。 

          

第２条（書類・ナンバーの取扱い）       

     移転登録書類(車検付き車両の書類)、抹消登録証明書及び当該車輌の登録ナンバーの取扱い 

1 ．移転登録書類の完備条件       

 ① 移転登録書類の有効期限はオークション開催日の翌月末日迄以上のものでなくてはならない。 

 ② 全国の陸運支局及び検査登録事務所で移転可能であること。    

 ③  原則自社名義で出品すること。書類差し替えに応じられない車輌は、出品を受付けない。 

      第２条に該当しない移転登録書類は書類不備とし、出品を受付けない。   

         <ご注意>         

 ① 二重移転書類（会社閉鎖、解散登記を含む）及び相続移転書類は各地域によって必要書類が異なる 

   場合がある為受付しない。従って、自社名変の書類として出品するものとする。 

 ② 車検切れの場合、もしくは名義変更期限内に車検が切れる場合でも登録ナンバーが現車について 

   セリにかけられた場合は出品店にて継続検査用書類が準備できるものとみなす。 

          

2 ．登録ナンバープレートについて       

   映像撮影が終了した出品車輌の登録ナンバープレートを取り外す事を禁止する。セリが終了した 

   成約車輌の登録ナンバーは当該車輌の落札店の許可なしでは取り外す事を禁止する。 

   抹消又は自社名変にする為にナンバーを外す場合、前もって出品申込用紙にその旨を明記しておくこと。 

          

3 ．成約となった移転登録書類・抹消登録証明書は、オークション開催日 (水)を含む 7日間(翌週の火曜日) 

 以内に JU石川へ提出するものとする。     

          

第３条（書類決済・移転登録等の提出遅延についての罰則）     

1 ．移転登録書類・抹消登録証明書の引渡しを遅延した場合、落札店に下記損害金を支払わなければならない。 

   (但し、落札店がオークション規約第 7章・第 1条に違反した場合はこの限りではない。) 

2 ．出品店移転登録書類・抹消登録証明書決済遅延及び落札店移転登録遅延の罰則  

   出品店が移転登録に必要な書類及び抹消登録証明書の全部及び一部の引渡しを遅延した 

   場合には、当該出品店は下記の損害金を支払わなければならない。   

          

 書類提出遅延ペナルティ  

 書類期限後、1営業日（JU石川）毎に １台につき１日 2,000 加算  

          

3 ．オークション開催日から２１日を経過しても書類決済がない場合は、車輌を返品の上、５０，０００円の違約金 

  を徴収し、買手の取引に損害を与えた 費用も流通委員会の裁定により徴収する。 

         



4 ．移転登録書類・抹消登録証明書について不備不足があった場合、その内容により実費を徴収する場合が 

 あるものとする。       

5 ．移転登録等の書類の有効期限が開催日の翌月末日迄ない場合は、以下の処理とする。  

      < 出品申込用紙に記入がある場合 >      

  出品申込用紙記入の期日で処理するものとする。     

      < 出品申込書に記入がない場合 >       

  落札店の了解を得た上で早期名変手数料 1 万円を出品店より落札店に支払い処理する。但し、落札店より 

  了解が得られない場合は当該書類の差し替え。    

          

第４条（書類確認義務）        

1 ．落札店は受領書類の確認義務を負い、不備があった場合は速やかにＪＵ石川へ申告するものとする。 

2 ．.落札店より書類不備が発覚した場合、出品店は落札店申告日より７営業日以内に完備しなければならない。 

 ７営業日を過ぎても解決できない場合は、８営業日より１日当り ２，０００円の遅延ペナルティを落札店へ 

  支払うのもとする。     

          

第５条（書類差替え）        

1 ．落札店における委任状、印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効、書き損じ等による差替え 

 は、ＪＵ石川を仲介し、出品店に規定のペナルティを支払った上で差替えを行うものとする。 

          

 書類差し替えペナルティ  

 有効期限の失効 ３０，０００円  

 書き損じ １０，０００円  

          

  但し、差し替えの原因が明らかに出品店の責任とみなされる場合はこの限りではない。  

   (例 :捺印のみされており、正しく記入がされていない書類) 場合によっては、出品店に実費を請求する 

  場合があるものとする。       

2 ．出品店は依頼を受けた後、その差し替えに日数を要し当該車両に問題が発生した場合でも免責とする。 

   (但し、出品店責任の場合はこの限りではない。)    

3 ．差替えは全てＪＵ石川を仲介するものとし、名義人に直接差し替えを依頼した場合及び移転登録等の書類 

  差替えに応じられない車輌は、ＪＵ石川流通委員会の裁定によりペナルティを科すものとする。 

          

第６条（抹消）         

 ナンバー付き車輌に関し、出品店へ抹消を依頼する場合は、オークション開催中に限り商談受付にて受付を 

 する。 出品店は速やかに、落札店の車輌搬出前にナンバーをはずす。 

           

第７条（名義変更）          

1 ．名義変更期限はオークション開催、翌月末までとする。     

2 ．車検付落札車輌について、名義変更期限の翌月２日迄にＪＵ石川事務局迄名変結果を報告する。  

 
未到着の車輌に関しては、全車ＪＵ石川にて「現在登録証明」をあげる。 

尚、その費用（２，０００円）は落札店の負担とする。 
 




